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前文 

  鰺ヶ沢町長と青森労働局長の間で締結された「鰺ヶ沢町雇用対策協定」の第２条に基づ

き、令和７年度の事業計画を次のとおり定める。 

Ⅰ 雇用創出と雇用確保のための対策の促進 

【目標値】 

 ● 鰺ヶ沢町地域職業相談室の相談件数・就職件数 

  ・相談件数：246件以上 

  ・就職件数：45件以上 

 

   鰺ヶ沢町の雇用の安定を図るため、町内事業所の人材確保支援や創業・起業等によ

る新たな雇用の場を確保する等の環境整備を行い、地元求職者の就職支援を推進す

る。 

 

   鰺ヶ沢町と青森労働局が共同で実施する業務 

   ・ 鰺ヶ沢町地域職業相談室の設置・運営 

   ・ ハローワークオンライン相談ブースの設置・運営 

   ・ 鰺ヶ沢町企業就職面接会の開催 

 

   鰺ヶ沢町が実施する業務 

   ・ 創業支援事業並びに空き店舗対策事業の推進 

   ・ 企業誘致奨励制度による企業誘致の推進 

   ・ インターンシップの実施 

   ・ ふるさと納税の返礼品拡充による就労の確保・拡大 

   ・ 鰺ヶ沢町地域職業相談室の利用促進のための町民に対する周知・広報 

   ・ 求人情報の提供のためホームページ等を活用した周知・広報 

 

   青森労働局が実施する業務 

   ・ 鰺ヶ沢町地域職業相談室における地元企業を中心としたマッチングの実施 

   ・ 地元企業を中心とした企業説明会・ミニ面接会の開催 

   ・ 求人開拓による地元求人の確保 

   ・ 新規学卒者等の定着支援 

   ・ 鰺ヶ沢町地域職業相談室の利用促進のための周知・広報 

  



- 2 - 

Ⅱ 産業の育成と新たな創業・起業に向けた取り組みの推進 

【目標値】 

 ● 鰺ヶ沢町各種事業を活用した創業者数：１人以上 

 ● 鰺ヶ沢町企業就職面接会の開催：１回 

 

   地域経済の持続的発展のため、中小企業等の育成に対する支援を継続するととも

に、６次産業化や新たな創業・起業や空き店舗等を活用した新たな産業の創出を推進

し、就業を促進する。 

 

   鰺ヶ沢町と青森労働局が共同で実施する業務 

   ・ 鰺ヶ沢町企業就職面接会の開催（再掲） 

 

   鰺ヶ沢町が実施する業務 

   ・ 一次産品を活用した加工品製造による産業（しごと）の創出 

   ・ インターンシップの実施（再掲） 

   ・ ふるさと納税の返礼品拡充による就労の確保・拡大（再掲） 

   ・ 現代社会に対応した人材の育成のための鰺高みらい塾の開催（再掲） 

   ・ 創業者（新分野進出も含む）に対する創業支援事業補助金交付事業の実施 

   ・ 新たに空き店舗を活用した事業を促進する空き店舗等対策事業補助金交付事業 

の実施 

   ・ 県が実施する中小企業者の創業や新商品開発、雇用の創出などへの資金を融資 

する「青森新時代」への架け橋資金の保証料の一部補給 

   ・ 県が実施する中小企業者に対する事業活動に必要な資金（設備資金・運転資

金）の保証料の一部補給 

   ・ 五所川原圏域定住自立圏を構成する市町が連携した創業相談ルームによる窓口

相談の実施 

   ・ 五所川原圏域定住自立圏を構成する市町が連携した創業支援セミナーの開催 

 

青森労働局が実施する業務 

   ・ 地場産業、新規創業企業等に対する若年者を中心とした人材確保支援の実施 
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Ⅲ ＵＩＪターン対策の推進 

【目標値】 

   ● 鰺ヶ沢町各種事業を活用した若年者を中心とした移住定住者数：１人以上 

   ● 若年者を中心とした移住定住希望者への求人情報提供：月2回以上 

 

   鰺ヶ沢町の人口減少を克服し、活力ある町づくりを推進するため、若年者を中心と

したＵＩＪターンを積極的に推進する。 

 

   鰺ヶ沢町が実施する業務 

   ・ 移住定住希望者に対して各種情報提供を行う移住定住相談窓口の運用 

   ・ 空き家、土地の情報を提供する空き家・土地バンク制度の運用 

   ・ 移住定住者に対して空き家活用リフォーム支援事業補助金の交付 

   ・ 東京圏からのＵＩＪターンし、対象となる中小企業等への就業者に対して移住

支援金の交付 

   ・ 五所川原圏域定住自立圏を構成する市町が連携した移住セミナーの開催 

 

   青森労働局が実施する業務 

   ・ 移住定住希望者に対する求人情報の提供 

   ・ 移住定住希望者の職業紹介（通信）の実施 

   ・ 個別求人開拓の実施 

   ・ 中途採用等支援助成金（ＵＩＪターンコース）の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

青森労働局職業安定部 
 〒030-8558 
 青森市新町 2-4-25 青森合同庁舎 
 TEL：017-721-2000 
鰺ヶ沢町企画観光課 
 〒038-2792 
 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸 321 
 TEL：0173-72-2111 
 
策定：令和７年５月30日 

 


